
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事項説明書 
 

（　医療保険　・　介護保険　） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護ステーションコミケア　　　　　　　　 
 



１．事業の目的と運営の方針 

●​ 訪問看護が必要である利用者が、その有する能力に応じ、可能な限りにおいて自立した

日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日

常生活を過ごすことができるよう、指定訪問看護サービスを提供することを目的とします。 

●​ 株式会社Community Care（以下「事業者」と言います）は、利用者の心身の状況や家庭

環境等を踏まえ、健康保険法及び介護保険法その他関係法令及び訪問看護サービス契

約書の定めに基づき、関係する市町村や当事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等

と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、若しくは要介護

状態となることの予防となるため、適切なサービス提供に努めます。 

2．事業者の概要 

　事　業　者　名 株式会社　Community Care 

　事務所の所在地 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１０６５－１ 

　代　表　者　名 代表取締役　中澤ちひろ 

　電　話　番　号 ０８５４－４７ー７２１５ 

　事　業　内　容 訪問看護事業、教育事業、調査研究事業、 

疾病・介護予防支援事業、貸館事業 

 

 

３．サービスを提供する事業所の概要 

　事　業　所　名 訪問看護ステーションコミケア 

　事務所の所在地 島根県雲南市三刀屋町三刀屋1065-1 

　連　　絡　　先 TEL　０８５３－４７－７２１５ 

FAX　０８５３－４７－７２１６ 

　通常サービス地域 雲南市全域 

　営業日・営業時間 

営業日時 月曜日　～　金曜日　　8:30～17:30 



祝日及び8月13日から8月15日、12月29日から1月3日までを除く 
 

上記営業時間以外でも、24時間365日、常時利用者やその家族からの連絡対

応が可能 

 

職員体制と業務内容 

職種 業務内容 資格・員数 

管理者 管理者は所属職員を指揮・監督し、適切な事

業の運営が行われるように統括します。 

・看護師１名 

看護師等 ・訪問看護・リハビリテーションの提供に当た

ります。  

・訪問看護計画書及び主治医に対する訪問

看護報告書を作成します。 

・看護師　 

 　常勤換算数2.5名以上 

・理学療法士/作業療法士 

 　常勤換算数1.0名以上 

 

 

４．訪問看護の内容　サービス内容の詳細は利用者の希望を確認したうえで実施します。 

サービス内容区分 サービス内容 

療養上の世話 清拭等の清潔の援助、栄養食事および排泄等日常生活上の世話 

ターミナルケア 

診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル等医学的処理および管理の実施と指導 

リハビリテーション ADL向上、嚥下機能、認知機能向上等に向けたリハビリテーションの実

施と指導 

家族の支援 家族への療養上の指導、相談、家族の健康管理 

 

 

５．支払方法・重要事項 

●​ 利用料金 

　法定利用料に基づき「利用料金表」（別表１）に記載の通りとなります。 

 

●​ 支払方法　　 



　　　　銀行または郵便局の口座から自動引き落としにより、毎月２６日にお支払頂きま 

　　　　す。毎月月末に締めて、翌月中旬に請求書を発行します。 

　　　　現金によるお支払いをご希望の場合はご相談ください。 

 

●​ キャンセル料 

ご利用予定のサービスをキャンセルする場合は、速やかに事業所までご連絡ください。

（連絡先　０８５３－４７－７２１５） 

サービス開始48時間前までは無料、24時間前までは基本料金の5割、それ以降は基本

料金の10割を実費にてご負担いただきますのでご注意ください。 

※緊急な入院などの特段の事情の場合、また、振替訪問を行った場合はキャンセル料を

頂きません。 

 

●​ その他留意事項 

○​ 材料費などはここに含まれず、実費でのご負担をお願いします。 

○​ 各種医療扶助の対象者や障害保険の医療証をお持ちの方は、上記の自己負担

が免除になる場合もございますので、訪問の際に看護師にご提示ください。 

○​ 医療保険・介護保険（予防を含む）対象の場合は非課税となります。 

○​ 償還払いとなる場合には一度利用者が10割を支払い、その後市町村等に対し保

険給付分を請求します。 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙1　利用料金表】 
１．介護保険　※10円未満四捨五入 
【基本利用料（1回につき）】※適用される地域区分は、その他の地となります 
要支援１〜２ 10割 1割 2割 3割 

訪問看護Ⅰ1 20分未満 ¥3,030 ¥303 ¥606 ¥909 

訪問看護Ⅰ2 30分未満 ¥4,510 ¥451 ¥902 ¥1,353 



訪問看護Ⅰ3 30分以上60分未満 ¥7,940 ¥794 ¥1,588 ¥2,382 

訪問看護Ⅰ4 60分以上90分未満 ¥10,900 ¥1,090 ¥2,180 ¥3,270 

訪問看護Ⅰ5 療法士による20分 ¥2,840 ¥284 ¥568 ¥852 

療法士による40分 ¥5,680 ¥568 ¥1,136 ¥1,704 

訪問看護Ⅰ5・2超 療法士による60分 ¥7,740 ¥774 ¥1,548 ¥2,322 
 

要介護１〜５ 10割 1割 2割 3割 

訪問看護Ⅰ1 20分未満 ¥3,140 ¥314 ¥628 ¥942 

訪問看護Ⅰ2 30分未満 ¥4,710 ¥471 ¥942 ¥1,413 

訪問看護Ⅰ3 30分以上60分未満 ¥8,230 ¥823 ¥1,646 ¥2,469 

訪問看護Ⅰ4 60分以上90分未満 ¥11,280 ¥1,128 ¥2,256 ¥3,384 

訪問看護Ⅰ5 療法士による20分 ¥2,940 ¥294 ¥588 ¥882 

療法士による40分 ¥5,880 ¥588 ¥1,176 ¥1,764 

訪問看護Ⅰ5・2超 療法士による60分 ¥7,920 ¥792 ¥1,584 ¥2,376 

　 

【加算・減算項目】 

＊1) 初回加算はサービスが２ヶ月以上中断後再開した月、または要支援から要介護、要介護から要支

援へ変更になった際新たに看護計画を立案した場合に適用されます。 

 
 

　種類 　 10割 1割 2割 3割 

深夜・早朝・夜間加算 
（左記時間でのサービス提供） 

6時～8時、18時～22時 上記基本利用料の２５％  

22時～6時 上記基本利用料の５０％ 

初回加算Ⅰ＊1) 初月のみ（退院当日訪

問） ¥3,500 ¥350 ¥700 ¥1050 

初回加算Ⅱ＊1) 初月のみ ¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900 
緊急時訪問看護加算 適応時/月額 ¥6,000 ¥600 ¥1,200 ¥1,800 
特別管理加算Ⅰ 適応時/月額 ¥5,000 ¥500 ¥1,000 ¥1,500 
特別管理加算Ⅱ 適応時/月額 ¥2,500 ¥250 ¥500 ¥750 
退院時共同指導加算 適応時/1回のみ ¥6,000 ¥600 ¥1,200 ¥1,800 
複数名訪問看護① 30分未満　1回につき ¥2,540 ¥254 ¥508 ¥762 
２名の看護師による 30分以上　1回につき ¥4,020 ¥402 ¥804 ¥1,206 
複数名訪問看護② 30分未満　1回につき ¥2,010 ¥201 ¥402 ¥603 
看護師と看護補助者による 30分以上　1回につき ¥3,170 ¥317 ¥634 ¥951 
長時間訪問看護加算 90分以上　１回につき ¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900 
ターミナルケア加算 死亡月 ¥25,000 ¥2,500 ¥5,000 ¥7,500 
サービス提供体制強化加

算  ¥30 ¥3 ¥6 ¥9 

中山間地域等に居住する

者へのサービス提供加算 
対象地域に居住する場

合 所定単位数に5/100を乗じた単位数 



 
２．医療保険　※10円未満四捨五入 
【基本利用料（1回につき）】 

利用料金表 １０割 １割 ２割 ３割 
訪問看護基本療養費Ⅰ 週３日目まで（日額） ¥5,550 ¥555 ¥1,110 ¥1,655 

週４日目以降（日額） ¥6,550 ¥655 ¥1,310 ¥1,965 
訪問看護基本療養費Ⅱ 同一建物内での訪問看護を提供する場

合　週３日まで（日額） ¥5,550 ¥555 ¥1,110 ¥1,655 
（同一日２名） 週４日目以降（日額） ¥6,550 ¥655 ¥1,310 ¥1,965 
訪問看護基本療養費Ⅱ 同一建物内での訪問看護を提供する場

合　週３日まで（日額） ¥2,780 ¥278 ¥556 ¥834 
（同一日３名以上） 週４日目以降（日額） ¥3,280 ¥328 ¥656 ¥984 
訪問看護基本療養費Ⅲ 医療機関への入院中、外泊時に訪問看

護を利用される場合（外泊期間につき右

金額） ¥8,500 ¥850 ¥1,700 ¥2,550 
訪問看護管理療養費 １日目（日額） ¥7,670 ¥767 ¥1,534 ¥2,301 
 ２日目以降（日額） ¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900 

 
【加算項目】 

加算 １０割 １割 ２割 ３割 
訪問時間による加算 6時〜8時、18時〜22時 ¥2,100 ¥210 ¥420 ¥630 

22時〜６時 ¥4,200 ¥420 ¥840 ¥1,260 
２４時間対応体制加算 適応時/月額 ¥6,800 ¥680 ¥1,360 ¥2,040 
緊急訪問看護加算 提供毎（月14日目まで） ¥2,650 ¥265 ¥530 ¥795 

提供毎（月15日目以降） ¥2,000 ¥200 ¥400 ¥800 
特別管理加算 悪性腫瘍、気管切開・気管カニュー

レ、留置カテーテルを使用している

方（月額） ¥5,000 ¥500 ¥1,000 ¥1,500 
上記以外で特別な管理が必要な方

（月額） ¥2,500 ¥250 ¥500 ¥750 
難病等複数回訪問加算 1日2回の訪問（日額） ¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350 

1日3回以上の訪問（日額） ¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400 
複数名訪問看護加算 1回/週を限度（日額） ¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350 
長時間訪問看護加算 原則1回/週を限度（日額） ¥5,200 ¥520 ¥1,040 ¥1,560 
乳幼児加算 訪問毎 ¥1,300 ¥130 ¥260 ¥390 

訪問毎　厚生労働大臣の定める者 ¥1,800 ¥180 ¥360 ¥540 
退院時共同指導加算 適応時/1回のみ ¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400 
特別管理指導加算 適応時/月額 ¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600 
退院支援指導加算 適応時/1回のみ ¥6,000 ¥600 ¥1,200 ¥1,800 
訪問看護情報提供療養費

１〜３ 適応時/1回のみ ¥1,500 ¥150 ¥300 ¥450 
在宅患者連携指導加算 適応時/1回のみ ¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900 



在宅患者緊急時等カンファレンス加

算 適応時/1回のみ ¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600 
看護・介護職員連携強化加算 適応時/1回のみ ¥2,500 ¥250 ¥500 ¥750 
訪問看護ターミナルケア療養費１ 死亡月 ¥25,000 ¥2,500 ¥5,000 ¥7,500 
訪問看護ターミナルケア療養費２ 特別養護老人ホーム等での

ケア/適応時 ¥10,000 ¥1,000 ¥2,000 ¥3,000 
訪問看護医療DX情報活用加算 適応時/月額 ¥50 ¥5 ¥10 ¥15 
ベースアップ評価料 適応時/月額 ¥780 ¥78 ¥156 ¥234 

 
 

３．保険外自費料金表 
利用者・家族のご希望にて、保険給付の対象外の支援内容によるサービスや、死後の看護師の

訪問及び処置などを行った場合、また1回90分を超えたサービスを提供した場合（長時間訪問看
護加算を算定する日を除く）の超過分は、上記料金表記載の金額を、自費による訪問看護サー

ビスとしてお支払い頂く場合があります。 
 

保険適応外及び自費サービス料金表（税込） 

基本料金 
（30分） 

9時〜18時 6時〜9時　18時〜22時 22 時〜6時 
¥5,500 ¥6,875 ¥8,250 

    エンゼルケア ¥13,200 
地域外の交通費 

(ステーションからの往復距離) 
※1回につき算定​

1ヶ月あたり上限11,000円 

10㎞未満 ¥220 
10㎞以上20㎞未満 ¥330 

20㎞以上30㎞未満 ¥440 
30㎞以上 ¥550 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加算に関する同意】  

１．24時間対応体制加算・緊急時訪問看護加算　（医療保険・介護保険） 

「24時間対応体制加算」「緊急時訪問看護加算」は、利用者やその家族からの電話等による連

絡や相談に、24時間対応できる体制にあります。計画外の緊急訪問を行った場合には、所要

時間に応じた単位数又は回数を算定することになります。 



 

利用者及び家族代表者又は代理人は、24時間対応体制加算・緊急時訪問看護加算に 

同意します　・　同意しません 

 

２．複数名訪問看護加算（医療保険・介護保険） 

「複数名訪問看護加算」は、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して訪問看護を行うと

き、次のいずれかに該当する場合に算定するものです。 

１）利用者の身体的理由により1人の看護師等に訪問看護が困難と認められる場合 

２）暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 

３）その他利用者の状況から判断して①又は②に準ずると認められる場合 

事業者は、訪問看護記録やサービス提供記録に、訪問の目的、実施内容、利用者の状態など

を詳細に記載します。 

 

　利用者及び家族代表者又は代理人は、複数名訪問看護加算に 

同意します　・　同意しません　　 

 

３．ターミナルケア加算（医療保険・介護保険　※介護予防訪問看護を除く） 

「ターミナルケア加算」は、在宅でのお看取りを主治医や関係機関と連携し行うことを目的に、

利用者が居宅等で死亡された場合であって（ターミナルケアを行った後、24時間以内に居宅以

外で死亡した場合を含む）、その死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを

行った場合、かつ次の要件に該当する場合に算定するものです。 

1)​ ターミナルケアを受ける利用者について、24時間連絡を取れる体制を確保しており、か

つ必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備していること。 

2)​ 主治医と連携しターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族

等に対して説明をおこない、同意を得てターミナルケアを行っていること。 

3)​ ターミナルケアの提供について、利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記

録されていること。 

 

　利用者及び家族代表者又は代理人は、ターミナルケア加算に 



同意します　・　同意しません　 

　 

 

４．情報提供療養費（医療保険） 

事業者が、利用者が安心して療養生活を送ることができるよう、切れ目のない支援と継続した

看護の実施を目的に、利用者に関する情報を、連携する市町村・都道府県や保育所等、保

険医療機関等に対して、訪問看護に関する情報を提供した場合に算定するものです。 

　利用者及び家族代表者又は代理人は、情報提供療養費に 

同意します　・　同意しません　　 

　 

 

６．緊急時等における対応 

●​ 看護師等は、訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたと

きは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処

置を行います。 

●​ 看護師等は、前項の処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告を行います。 

 

７．事故発生時の対応 

　　事業者は利用者に対する訪問看護の提供により、万が一事故が発生し、利用者に損害　が

発生した場合には、速やかに市区町村、利用者の家族などに連絡をとり、必要な措置　を講じる

とともに当事業者の責に帰すべき事由によるときは訪問看護サービス契約書に　従い、損害を賠

償します。 

８．個人情報の保護 

●​ 従業者は、業務上知り得た利用者様及びそのご家族様の個人情報について「個人情報の保護

に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのための ガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。  

●​ 従業者が得た利用者様又はそのご家族様の個人情報については、事業所でのサービスの提

供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて

利用者又はその家族の同意を得たうえで行います。 

●​ 使用する個人情報の範囲 



①使用する対象者 

　・利用者の主治医及び医療関係者 

　・介護保険サービス提供を行う事業所の担当者 

　・医療保険または介護保険事務担当者 

②使用する個人情報 

　・氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況、その他訪問看護に関わる情報 

　・要介護認定結果 

●​ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 

 

９．虐待防止について 

　利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、虐待の

禁止及び予防及び早期発見を徹底するために必要な措置を講じます。 

●​ 虐待防止に関する責任者　　　　管理者　渡部高史 

●​ 成年後見制度の利用を支援します。 

●​ 苦情解決体制を整備しています。 

●​ 従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

●​ サービス提供中に、当事業所従業者または擁護者（利用者の家族等高齢者を擁護す 

る者）による虐待を受けたと思われる事象を発見した場合は、速やかにこれを市町 

村に通報します。 

 

 

１０．身体拘束等の原則禁止 

●​ 事業者は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人

ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束しない支

援・看護の実践に努めます。 

●​ 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その状態及び期間について説明し同

意を得たうえで行います。 

 

１１．相談・苦情対応　 

●​ 事業者は利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に 



関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。 

●​ 事業者は自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により利用者からの苦 

情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受け 

た場合においては、当該指導又は助言に従って改善を行います。 

事業所窓口 訪問看護ステーションコミケア　 0854－47－7215 

公的機関窓口 雲南市健康福祉部　長寿障がい福祉課 0854－40－1042 

島根県国民保健団体連合会　 

　　　介護サービス苦情相談窓口　 

0852－21－2811 

 

12．非常災害対策  

●​ 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続

的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定

し、必要な措置を講じます。 

●​ 事業者は従業者に対して、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

●​ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行います。 

 

 

 

１３．第三者評価制度　 

福祉サービスによる第三者評価制度は実施していません。利用者・家族や連携機関へのア

ンケートを実施し、独自にサービスの質の評価を実施しています。 

 

１４．後進育成に関するご協力のお願い 

　　当事業所では、後進育成を目的に看護学生をはじめ、訪問看護に関心を持つ医療従事　者

の研修・見学を受け入れており、研修生が従業者に同行させていただく場合がありま　す。看護

教育の必要性をご理解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。なお、　同行訪問する際に

は事前にご連絡いたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個人情報使用について】 

 
事業者は、利用者及びその家族の個人情報を下記の利用目的で使用、提供、または収集す

ることがあります。 
 
１．利用期間　：　 契約日より契約終了日まで 
 
２．利用目的 

●​ 法令に基づき行う居宅サービスを円滑に実施するための担当者会議および行政機関
への情報提供のため。 

●​ サービスに対して行う、保険者への訪問看護療養明細書の提出のため。 
●​ 在宅サービスに付随する医療機関及び行政機関への届出や申請などについて私の代



わりに手続きを行うため。 
●​ 症例検討、その他の研究、発表、教育のため。 

 
３．利用にあたっての条件 

●​ 個人情報の提供は、２ に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際 
には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

●​ 事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。  
 
４． 個人情報の内容 
　　氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況など、訪問看護を提供するために必要な利　　用者

や家族個人に関する情報 
　　※「個人情報」とは、利用者個人及びその家族に関する情報であって、特定の個人　　　が

識別され、又は識別され得るものをいいます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【重要事項説明書における同意書】 

　 
　訪問看護サービス提供開始にあたり、利用者様・家族代表者または代理人に対して、　重要

事項説明書に基づき、サービス内容及び重要事項を説明しました。 
 
　　　　　年　　　月　　　日 
 
　　　説明者　　訪問看護ステーションコミケア 
 
 
　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 



 
 
 
 
 
　私は、重要事項説明書に基づきサービス内容及び重要事項の説明を受け、 
　　１．訪問看護サービスの内容及び利用料、各種加算等について同意します。 
　　２．個人情報の使用に同意します。 
 
 
　　　　　年　　　月　　　　日 
 
　　　[利用者様]　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　　　　　　　  　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
　　　[家族代表者又は代理人] 
　　　　　　　　　  住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　　　　　　　  　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 

 
 

 


